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川崎重工業のガバナンス体制
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コンプライアンス推進体制

委員長: 社長
委　員: 全取締役、カンパニープレジデント、本社部門長、常勤監査役
CSR、コンプライアンスなどについての方針・施策を議論し意思決定する

事務局 :  CSR推進本部
  CSR部

事業部門CSR委員会
（本社・カンパニー）

各カンパニー等
コンプライアンス部門長会議

※連絡会として「コンプライアンス
　部門長会議」を随時開催

社会の信頼に応えるため、
いつも誠実に行動します

全社CSR委員会

コンプライアンス
報告・相談制度
（内部通報制度）
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基本ルート
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全社CSR委員会

報告・相談者 受付窓口
（外部弁護士）

場合によってはコンプライアンス報告・
相談制度部会

事務局（CSR部）
報告・相談内容を調査

T O P I C S

全社的リスク管理活動

全社的リスク管理計画の策定

対応リスクの選定
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全社的リスク
管理活動の

PDCAサイクル

リスク対策の策定・実行

全社的リスク管理の改善

モニタリング
・重要リスクの状況
・対応リスクへの
 対応状況
・全社的リスク管理の
 運用状況

全社的リスク管理体制

リスク管理最高責任者（社長）

関係会社

リスク管理統括責任者（CRO）

全社リスク管理委員会

リスク管理部門
各部門 各部門 各部門

事業部門および本社
〈リスクの特定と対応・モニタリング〉

全社的リスク管理の方針決定・
リスクの特定と対応・モニタリング

全社的リスク管理の推進
リスク情報の整理・分類

リスク管理委員会

リスク管理責任者

リスクの洗い出し・評価

重要リスクの特定

2Theme

テーマ2「マネジメント」のより詳細な
情報についてはWebに掲載しています。

リスク管理部門

企業統治の体制 コンプライアンス

危機管理

監査の体制と状況

当社は、取締役会のほか、代表取締役等関係者で構成す
る経営会議および執行役員を加えた執行役員会を設置して
います。取締役については、業務執行から独立した取締役を
置いているほか、取締役の報酬に業績を反映させてインセ
ンティブとする一方で、任期を1年とし、経営責任の明確化
を図っています。
また、当社は監査役設置型を採用し、監査役会および会
計監査人を設置しています。監査役のうち2名は当社との取
引関係等の利害関係のない社外監査役（うち1名は東京証
券取引所の定める独立役員）となっています。

コンプライアンスの意識啓発
当社では、2011年度の全社共通コンプライアンス活動と

して、「実例に学ぶ各職場でのコンプライアンスの再確認」を
実施しました。
新聞社の許諾を得て、企業のさまざまなコンプライアンス
違反を報道する新聞記事を利用した独自の教育用資料を作
成し、それを基に、各職場で上司が職場の皆さんに説明を行
い、コンプライアンスの重要性を再確認する活動を実施しま
した。
また、上記活動をはじめとする各種のコンプライアンス
意識啓発の取り組みの成果を確認するため、2012年2月、
日本国内の当社グループの全従業員・派遣社員を対象に、コ
ンプライアンス意識調査を実施しました。

コンプライアンス報告・相談制度
従業員が、所属する部門でコンプライアンス違反の疑い

があることに気付いても、上司や関係部門に報告あるいは
相談しづらいときのために、外部弁護士を窓口とする「コン
プライアンス報告・相談制度」を設けています。
2011年度は18件の報告・相談がありました。

当社グループでは、リスクが顕在化した場合に備え、社則
「危機管理規則」を定め、危機発生時には対策本部を立ち
上げ迅速に対応する体制を構築しています。
また、危機発生に備え、グループ全体を組織横断的に統合
する危機管理体制として危機管理対策機構を設けています。

事故・災害発生時の社内報告経路
事故や災害の発生に備え、当社グループでは緊急事態発
生時の報告ルートを定め、平時の危機管理体制である危機管
理対策機構を通じ社内に周知しています。

リスク管理
「全社的リスク管理体制」のもと、リスクの洗い出し・評
価、重要リスクの特定・対応すべきリスクの選定、リスク対策
の策定・実行、モニタリングといった一連の「全社的リスク管
理活動」を実施して、経営に重大な影響を及ぼす重要なリス
クを毎年共通尺度で特定し、全社的視点で合理的かつ最適
な方法で管理しています。

情報セキュリティ管理
当社グループは一般コンシューマ／公共／防衛関係と
いった幅広い分野で製品を提供しており、それぞれの分野
の要請に応じたさまざまな情報セキュリティ対策を体系的に
進めています。

内部監査については、社長直轄の監査部が、当社グルー
プすべての事業体の経営諸活動を対象に監査を行っていま
す。監査役は、取締役会および経営会議等に出席するととも
に、重要書類の閲覧や、代表取締役との定期的会合、社内
各部門および子会社の監査を通じて業務および財産の状況
の調査等を行っています。会計監査については、当社の会計
監査人である、有限責任あずさ監査法人の財務諸表監査を
受けています。

米国におけるコンプライアンス教育の一例
米国における建設機械（ホイールローダ）の製造拠点
であるKCMA Corporation（従業員約120名）では、
企業倫理・コンプライアンスについて説明した行動規範
を作成しており、全従業員が、行動規範を遵守すること
に同意し、署名しています。
また、3ヵ月に1回開催する全従業員参加のカンパ
ニーミーティングの際に、人事総務部長が企業倫理・コ
ンプライアンスの重要性について言及し、注意を喚起
しています。
このようにして、KCMAでは従業員の企業倫理・コンプ
ライアンスの意識を高める継続的な努力をしています。

KCMA カンパニーミーティング風景

情報セキュリティ対策

管理面、人的面、技術面から対応を行う。

❶管理　社則、管理組織の運営

川崎重工グループのIT資産

❷教育　社員教育

❸情報システムの技術的対策
不正アクセス防止、監視、コンピュータウイルス対策など…

情報セキュリティ対策

マネジメント

また、２０１１年からは国内関係会社への展開を開始し、
２０１３年度中に、海外関係会社を含むグループ全体を網羅
した「全社的リスク管理体制」を構築することにしています。
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社会の信頼に応えるため、
いつも誠実に行動します

2Theme Theme

ずっと働きたい職場を
みんなでつくります

従業員

 

3Theme

T O P I C S

従業員意識調査の実施結果について
当社は、隔年で従業員意識調査を実施し、諸施策の検
討に活用しています。2011年の2・3月に実施した調査
（回答者数14,526人）では、「川崎重工業の一員である
ことへの誇り」や「仕事のやりがい環境」など、ほとんど
の設問で前回より肯定的な回答が増えているという結果
が得られました。
一方で、福利厚生関係の設問や「育児・介護関連制度
の利用しやすい環境」など、相対的に肯定的な回答が
少ない項目もありましたので、現状を真摯に受け止め、
各種施策に展開していきます。

※下の表は、全59の設問項目のうち、特徴的な結果が出ている
項目を抜粋して掲載したものです。
数値は、回答者が1～5の選択肢から回答した結果の平均値です。
数値が高い程肯定的な評価であり、満足度が高くなっています。

1 2 3 54

今の仕事は達成感を感じることができる

私は川崎重工業の一員であることに誇りを持っている

カフェテリアプラン（当社の選択型福利厚生制度）は
使いやすい制度である

職場は育児・介護関連の制度が利用しやすい

3.73

4.02

2.82

2.79

株主・投資家との関わり

お取引先との関わり
公平・公正な取引と信頼関係の構築
当社は、「資材調達基本方針」および「資材取引先との取
引における行動指針」に則り、お取引先との取引に携わる設
計・製造部門なども含めた関係者すべてが、お取引先との長
期的な信頼関係に基づく調達活動を行っています。
なお、本方針および本指針は、Webサイトに開示すると
ともに各部門に掲示することで、関係者すべてに周知徹底
を図っています。

株主総会
当社は、「株主総会」を株主の皆様と当社経営陣との間で

コミュニケーションを行う重要な「場」と考えています。
株主の皆様が株主総会の決議事項について十分にご検討

いただけるよう、法定の期限よりも早く招集通知をお送りする
とともに、英文での招集通知も作成し、当社Webサイト等に
掲載しています。
さらに、総会会場に出席することが困難な株主の皆様に対

しては、インターネットや携帯電話を利用して議決権を行使で
きるようにしています。

ＩＲ活動
当社は、国内外におけるさまざまなＩＲ活動を通じて、株主・

投資家の皆様と積極的にコミュニケーションを図っていま
す。機関投資家・アナリスト向け決算説明会、海外機関投資
家訪問を実施しているほか、経営概況などを分かりやすくま
とめた株主様向け冊子の発行、当社WebサイトのＩＲ情報の
充実にも取り組んでいます。

「人財」の育成
当社では、ミッションステートメントに基づいて設定した６

つの人財像【①グローバルに活躍できる人財、②社会や顧
客の課題を解決できる人財、③変革・革新を担うことのでき
る人財、④技術を高度化できる人財、⑤総合力を発揮できる
人財、⑥常に収益の視点を持つ人財】の実現を目指し、従業
員の一貫した育成・強化を図っています。

❶マネジメント力・業務遂行力の強化
（事務・技術職の育成）
事務・技術職は、入社から３年目までの新人期に、指導員制

度に基づく体系的なＯＪＴ（On the Job Training）と各種研
修を組み合わせて、若手担当者の早期育成を図っています。
また、役職者には課長研修・部長研修・理事研修といった
研修を行うなどして、ミドルマネジメントの強化と経営候補者
の養成に取り組んでいます。

株主総会

資材調達基本方針 ＜抜粋＞

CSR調達ガイドライン

部長研修（ダイバーシティ）

マネジメント

ＣＳＲ調達
ＣＳＲの要請および顧客の信頼に対応する観点から、当社
は2012年4月に「ＣＳＲ調達ガイドライン」を制定し、当社
Webサイトに開示しました。
資材調達基本方針および本ガイドラインに基づき、当社

はお取引先のご協力をいただきながら、コンプライアンスを
はじめとし、人権・労働・安全衛生や地球環境への配慮など、
ＣＳＲの考え方に沿った調達活動を推進していきます。

コンプライアンスの徹底
「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」や「建設業法」な
ど調達関連法規の遵守のため、グループの調達部門等を対
象とした集合研修を毎年実施しています。
特に、下請法については、次の通り、積極的な取り組みを

継続しています。
●設計・製造部門を対象とした研修を各工場および関係会社
で実施（2011年度：計16回、769名の参加）

●各業務において注意すべき事例を取り上げた「下請法違
反事例集」を配付

●「下請法自主監査チェックリスト」を作成し、2012年度内
に社内Webサイトに掲載して、調達・設計・製造以外の部門
にも幅広く啓発する予定

❷現場力の向上（生産職の育成）
生産職は、若手に向けた「技能資格の早期取得奨励制

度」や、高度な専門技能を持つ熟練生産職を「範師」と認定
し、その技能を計画的に後進に伝えていく「範師制度」を新
たに設け、生産現場における技能の伝承と向上に取り組ん
でいます。
また、技能グランプリなどの社外の技能競技会にも積極
的に参加しており、2011年の技能グランプリでは、機械組
立職種で第３位、普通旋盤職種で敢闘賞に入賞しました。

活力ある職場風土の実現
年次有給休暇の取得促進
当社は、従業員が心身のリフレッシュを図り、仕事とプライ

ベートのメリハリをつけることを目指し、年次有給休暇の取
得を促進しています。その方法のひとつとして、従業員が年
度初めに連休取得日を設定し、必ずその日に連休を取得す
る制度である「ゆうゆう連休」を導入しています。また、
2010年4月から年次有給休暇の付与日数を21日から22
日に増やすなど、休暇を取得しやすい環境づくりを進めて
います。


